
ᶘɹࠃ๏ਓʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ ��� े、���、2�2 ᶅ、2�3 ᶄ、所ྩ 2�� ᶋ、
2��、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）

源泉徴収のରとなるใुɾྉ金等 税額の計算ํ๏

അओに支払͏ڝഅの金 ʨ支払金額 （ɻ支払金額ʷ2�����ສԁ）ʩ̫ ���2��

ୈ̑ɹ所得の源泉徴収ࣄ務

ୈ̒ɹඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹࢧ͏所得の源泉徴収ࣄ務

務は、༨金の、༨金の分など（๏人税๏にࣄ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࠃ者又はॅډ　
るものをআきます。以Լ「等」といいます。）や等とΈなされるいΘΏる分にݱఆするద֨ن
Έなしの支払者が、その支払のࡍに࣍に͛ܝる۠分の税により所得税及び復興特別所得税を徴収して
納付するࣄ務です（所๏ 2�、2�、���、���、��2、2�2、2�3、ા๏̔の３、̕の２、̕の３、̕の３の２、3�の
�� の̒、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

のަ付が、等࢈ࢿにより受けた金મそのଞの（ߋのফ٫等、組৫มࢿのऔ得、出ࢿ式又は出גݾࣗ）式のऔ得等ג　
とΈなされるものをいいます。

　なお、ג式又は出ࢿにる等にͭいては、その支払の֬ఆした（גओ૯ձのܾٞでఆめΒれた༨
金の等にͭいてのޮྗをੜずるなど）かΒ �年をܦաしたまでに支払がない場合には、その１年を
ことになっています（所๏͏ߦաしたに支払があったものとΈなして、源泉徴収をܦ ��� ᶄ）。

̍ɹ্場ࣜג等の等の場合
　　源泉徴収税は、���3���（支払を受ける者がॅډ者の場合はଞにॅຽ税̑�）です。
（注）� 式等の等にג人が支払を受ける্場ݸ式等を༗するג式の૯数等の３�以্に૬する数又は金額のגࡁߦൃ

（注）�

2

　　　　ͭいては、この੍のରとなりまͤΜ（Լ記ʮ̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合ʯに֘することになります。）。
2 「্場ג式等の等」には、ূ݊औҾ所（金融औҾ所）に্場されているג式やళ಄ചങొฑとしてొ
されているג式にͭいてののほか、特ఆג式ࢿ信ୗやެืג式ࢿ信ୗの収ӹの分、特ఆࢿ๏人のࢿ口

　　　　の等などがؚまれます。詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収の
　　　　あΒまし」をご参照ください。

̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合
　　源泉徴収税は、2���2�（ॅຽ税なし）です。

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࣄ務は、ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରしてࠃ源泉所得の͏
ͪ源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得を支払͏ࡍに、一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収し
て納付するࣄ務です。
　なお、源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得のछྨと税等は࣍のとおりです（所๏ 2�、���、2�2、2�3、
ા๏̔の２、̕の３、̕の３の２、3�の ��の̐、3�の ��の̒、��の̕、��の �2、��の �2の２、��の 22、復
興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

一ఆのࠃ๏人にରして、ྩ̑年��月１以ޙに支払͏き等で࣍に͛ܝるものにͭいては、源泉徴収をする
ඞཁはありまͤΜ（所๏���、2�2ᶅ）。
ᶃ　๏人税๏ୈ23ୈ߲̑にنఆするશࢠ๏人ג式等に֘するג式等（そのࠃ๏人がࣗݾの໊義をもって༗するも
　のにݶります。࣍のᶄにおいてಉ͡です。）にる等
ᶄ　そのࠃ๏人がอ༗するଞのࠃ๏人のג式等のൃגࡁߦ式等の૯数等にめるׂ合が３分の１である場合におけ
　る֘ଞのࠃ๏人のג式等にる等

https://www.nta.go.jp
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ᶅ　ࠃにおいて͏ߦ人త務の提ڙをओたる༰とするۀࣄで、࣍に͛ܝる者の務提ڙ
　のରՁ（所๏���ᶃ）

̐

̑の２、̑の３）。

１



ඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹରする՝税の特例

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରする՝税にͭいては、࣍のよ͏な特例があります。
詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】をご参照ください。

̍ɹ源泉徴収໔আূ໌書ʹΑるの
๏人が、一ఆのཁ݅をඋ͑ていることにͭいࠃઃを༗する外ࢪతٱ߃者又はॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　
　て納税の所轄税務署かΒ源泉徴収໔আূ໌書（以Լ「໔আূ໌書」といいます。）のަ付を受け、この
　໔আূ໌書をࠃ源泉所得の支払者に提ࣔした場合には、その໔আূ໌書の༗ޮ期ؒにその支払者が支
　払͏ࠃ源泉所得（そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人のٱ߃తࢪઃにͤؼΒれるものにݶります。）の͏ͪ特ఆの
　ものにͭいては、源泉徴収をཁしないこととされています（所๏ ���、2��）。
̎ɹે税ʹΑるの
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人のॅډࠃとզがࠃとのؒでે税がక݁されている場合には、そのે税
にఆめるとこΖにより、そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରする所得税及び復興
特別所得税がܰݮ又は໔আされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所得税のܰݮ又は໔আを
受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得の源泉徴収義務者をܦ༝して税
務署に提出（注２）することとされています（࣮ࢪ特例লྩ１の２、２ʙ３の２、３の̐ʙ̕、̕の̑ʙ̕の
̔、̕の ��、̕の ��、�� の２）。
̏ɹ֎ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ๏ʹΑるの（ؔ）
　にॅ所等を༗するඇॅډ者又はにຊళ等を༗する外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରす
る所得税及び復興特別所得税がܰݮ又はඇ՝税とされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所
得税のܰݮ又はඇ՝税のద用を受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得
の源泉徴収義務者をܦ༝して税務署に提出（注２）することとされています（外ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ３ن、
̒ʙ̕、��、�3、�3の２）。
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（注）１　ે税等のద用により、そのે税等でఆめΒれている税が所得税๏やે税特別ાஔ๏にنఆする税以Լとな
るものにͭいては、復興特別所得税をซͤて源泉徴収するඞཁはありまͤΜ（復興֬ࡒ๏ 33ᶆ一、ᶋ一）。�
２　ಧ出書やؐ付ٻ書の提出に͑て࣓ి͏ߦతํ๏によるそのಧ出書やؐ付ٻ書に記載すき߲ࣄ等の提ڙをؚΈます。

https://www.nta.go.jp

